
 

岩見沢市税条例施行規則の一部を改正する規則の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）及び地方税法施

行規則等の一部を改正する省令（令和５年総務省令第３６号）、並びに岩見沢

市税条例の一部を改正する条例（令和５年条例第１４号）の施行に伴い、固

定資産税及び軽自動車税について所要の規定の整備を行う。  

 

第２  改正の内容  

(1) 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資

産税減額申告書の様式を定める。  

 (2) 岩見沢市税条例第６３条第３項の改正に伴い、固定資産評価補助員に係

る規定の整備を行う。  

 (3) 軽自動車税（種別割）申告（報告）書兼標識交付申請書等の様式につい

て、地方税法施行規則の様式改正に準じて改正を行う。  

  

第３  施行期日  

  公布の日  

 



１ 

岩見沢市規則第１７号  

 

 岩見沢市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

 

令和  ５  年  ７  月  ３  日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市税条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 岩見沢市税条例施行規則（平成２７年規則第２６号）の一部を次のように改

正する。  

 

 第１５条第１号に次のように加える。  

ケ  長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資

産税減額申告書  様式第４０号の３  

 第１８条を次のように改める。  

第１８条  削除  

 第１９条第１項中「前条に規定する」を削る。  

 様式第３７号中「サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申

告書」を「サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税減額申告書」に、

「地方税法附則第１５条の８第４項」を「地方税法附則第１５条の８第２項」

に、「岩見沢市税条例附則第１０条の２第７号」を「岩見沢市税条例附則第１０

条の３第４項」に、「地方税法施行令附則第１２条第２１項第２項」を「地方税

法施行令附則第１２条第１２項第１号ロ」に改める。  

様式第４０号中「平成２０年１月」を「平成２６年４月」に、「３ケ月」を「３

か月」に改める。  

様式第４０号の２中「平成２０年１月」を「平成２６年４月」に改める。  

様式第４０号の２の次に次の１様式を加える。  



２ 

 

様式第５３号から様式第５５号までを次のように改める。  



３ 

 

 

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  


